










































消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（成田市役所2階） ☎0476-23-1161●
相談日時／月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時３０分～午後４時３０分

消費生活消費生活消費生活消費生活 令和２年6月30日
No.133

編集発行 ０４７６－２３－１１６１　成田市花崎町７６０ 市役所2階成田市消費生活センター

◆「消費生活センター」について
◆コロナウイルスの相談について
◆成田市消費生活センターにおける
　　　　　　　令和元年度の相談概要

特集特集特集
消費生活センターについて

♦令和2年度の消費生活モニターが決まりました‼

消費生活2020.6.30

消費生活モニターは、消費者と行政のパイプ役として、市民の皆さんの消費生活を向上させるためのお手伝いをしていきます。

来庁による相談の模様

モニター委嘱者（50音・敬称略）
浅野　隆雄（宗吾）
栄口　吉次（中台）
大倉　隆志（公津の杜）
大野　芳美（安西）

上岡　富雄（宗吾）
木部　真由美（玉造）
熊谷　晃　（橋賀台）
篠田　敏道（中台）

柴田　進（宗吾）
杉本　竹正（飯田町）
玉井止水子（玉造）
根本　隆司（橋賀台）

春田　好俊（中台）
雲雀　義雄（公津の杜）
藤野眞里子（中台）
布施　宏治（玉造）

布施　正美（玉造）
渕田　和子（玉造）
吉川　光子（中台）
　　　　　  以上19名

小学生向けの出前講座の模様

Ｑ１．消費生活センターってどういう所？

　詐欺的サイトでの通信販売や悪質な勧誘などの消費生活に関するト
ラブルの被害にあった消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、
解決に向けて一緒に考え、解決のお手伝いをします。また、事業者と消
費者間の問題であればトラブルになっていない場合でも、契約する前に
わからないことや不安なこと等も相談ができます。被害内容によっては
法律相談や福祉関連等の専門の相談機関の窓口を紹介しています。

Ｑ２．どんな相談を受けてくれるの？

Ｑ３．他にはどんなことをしているの？

　消費生活センターは、消費者安全法により、都道府県・市町村への設置
が規定されており、住民サービスとして地方公共団体が実施しています。
消費者のための助言、斡旋業務（事業者との解決に向けた交渉のお手伝
い）、情報提供などを行う、消費者の自立支援のための機関です。

あっ  せん

　成田市消費生活センターでは、相談員による相談業務だけでなく、消費生活に関するポスターやパンフ
レットの配布、情報紙「消費生活」の発行、消費者の希望により行うグループや団体等へ出向いての講座

（なりた知っ得出前講座）等を通して、市民の方への啓発活動も行っています。出前講座は、なるべくみなさ
まのご希望に沿った内容で開催したいと考えておりますので、お気軽にご相談ください。

し　　   とく

　令和元年度に消費生活センターに寄せられた相談件数は963件で、平成30年度（1,130件）に
比べ167件減少しました。相談内容で一番多かったのは「商品一般」に関する相談でした。このジャ
ンルは架空の請求をハガキやメールで送ってくる事例が該当します。件数は全体で191件、平成30
年度(366件)に比べ175件減少しています。二番目に多かった相談は「放送・コンテンツ等」による
相談です。アダルトサイトのワンクリック請求がこの項目に該当しますが、他にも「絶対に儲かる」「1
日○○万円稼げる」と勧誘をされて情報商材の契約をし、高価な料金を支払ったが全く儲からな
かったというケースの相談も多くありました。
　また、令和元年度は台風15号から始まり、台風19号、10月25日の大雨と、成田市の各地でも災
害による被害が発生し、その災害に便乗した様々な悪質商法が多数発生しました。一番目立った事
例では「近所で修理工事をしているという訪問業者に屋根が壊れていると言われ、工事してもらっ
たら多額の費用を請求された」「保険が適用になるからと事業者に説明されて契約したのに適用除
外になって負担金が高額になった」等の工事に関する相談で、相談件数の中でも3番目に多い結果
となっていました。
　令和元年度の救済金額の合計は約2,100万円(未然防止27％、回復73％※)でした。平成30年度

（約2,165万円）より約65万円減少しました。
　消費者の持つ情報量や情勢の不安につけ込み、悪質な契約を持ち掛ける悪質事業者は騙しの
プロです。トラブルの被害に遭った消費者の中には「不安を煽られてつい契約してしまった」「ニュー
スで知っている事例だったのに、契約して初めて気付いた」等の話も挙がっています。その場での契
約を迫る勧誘をされたり情報を聞き出されそうになったりしても、独断で判断はせず、家族や知人、
消費生活センターに相談しましょう。
※相談することで、請求されていたが支払わずに済んだものを未然防止、支払い済みだがクーリング・オフや斡旋交渉によって返

金されたものを回復としています。
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架空請求・迷惑メールなど(商品一般)
インターネット通販・解約に関する相談など(放送・コンテンツ等)
工事業者の信用性に関する相談・台風被害による契約に関する相談(工事・建築・加工)
インターネット通販、ダイエットサプリなど(健康食品)
光回線の電話勧誘・解約に関する相談など（インターネット通信サービス）
多重債務などの相談（役務その他）
修理費用、中古車販売契約など（自動車）
賃貸アパート・駐車場の契約、解約に関する相談など(レンタル・リース・賃貸)
心身障がい者・詐欺など（相談その他）
料金・解約に関する相談（移動通信サービス）

順位 おもな商品・役務 0 50 100 150 200

60・70歳代
60歳代
70歳代
40歳代
70歳代
70歳代
60歳代
40歳代
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50歳代

最多年齢層

成田市消費生活センターにおける令和元年度の相談概要

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。



「新型コロナウイルス」に
関係した相談が増えています！

　一方的に送り付けられただけでは、代金の支払いも返送の必要もありません。
　「受取拒否」にしなくても商品を受け取った日から１４日間経過した時、または引き取り請
求してから７日間経過した場合は「特定商取引に関する法律」に基づき、自由に処分できま
す。ただし、期間経過前に商品（今回の事例ではマスク）を使用したり、消費したりした場合
は、購入を承諾したものとみなされて代金を支払わなくてはならないので注意してくださ
い。また、代引きで送ってくる事業者もいるので、宅配の代引き受け取りの際には家族と事
前に連絡し合って被害をなくすようにしましょう。

Ｑ．頼んだ覚えのないマスクが外国から届いた。
思わず受け取って箱を開けてしまったけれど、
代金を請求されたら支払う必要はあるの？

消費生活2020.6.30 消費生活2020.6.30契約前に書類をすみずみまで確認しよう （令和元年度成田市消費生活モニター作） 食品ロスをなくすよう　必要な分だけ買物をしましょう （令和元年度成田市消費生活モニター作）

事例 1

～消費生活センターからのアドバイス～

Ｑ．先日、自宅に作業着を着た男が来訪し、「この
地区の住人に声掛けをしている。新型コロナウ
イルスで排水管が汚染されているので、すぐに
洗浄したほうが良い。今なら格安で洗浄する。」
と言われたが必要あるのだろうか。

事例 2

～消費生活センターからのアドバイス～

　訪問での勧誘だけではなく、投込みチラシでも似たような勧誘を行う事業者が見られ
ます。また、市の職員や市から要請を受けた委託業者を装って契約を促すケースも多い
ようです。新型コロナウイルスという脅威に付け入り正常な判断をさせないまま契約に
持ち込む事業者もいるので、冷静になって説明をすべて真に受けないようにしましょう。
また、格安だからと勧誘されても実際に工事をすると関係ないような場所まで工事をす
ることになり、結果的に高額な費用の請求になってしまうといった消費者トラブルもある
ため注意が必要です。不急の工事であれば有耶無耶に受け流すのではなく、きっぱりと
断りましょう。

ま

う　  や　  む　  や

Ｑ．市役所職員を名乗る男から「給付金の
申請に必要となるので銀行口座番号、
パスワードを教えるように」という電話
があった。怪しくて電話を切ったけれ
ど、教えた方が良かったの？

事例 3

～消費生活センターからのアドバイス～

　新型コロナウイルスに便乗し、電話をかけてクレジットカードの番号等の個人情報を聞
き出されたという被害が相次いでいます。また、給付金に限らず、高齢者宅に「安否確認の
ため」、「マスク配給のため家族構成を調査している」と称して連絡をしてくるといったケー
スもあるので注意してください。給付金に関して、国や市区町村は個人に連絡をして個人
情報を聞き出したり、手数料を振り込むよう求めたりすることはありません。怪しいなと思
ったら、家族や警察、消費生活センターにご相談ください。
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光回線の電話勧誘・解約に関する相談など（インターネット通信サービス）
多重債務などの相談（役務その他）
修理費用、中古車販売契約など（自動車）
賃貸アパート・駐車場の契約、解約に関する相談など(レンタル・リース・賃貸)
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成田市消費生活センターにおける令和元年度の相談概要

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。



消費生活モニター会議の模様（ソーシャルディスタンスに配慮して開催しています）

消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（成田市役所2階） ☎0476-23-1161●
相談日時／月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時３０分～午後４時３０分

消費生活消費生活消費生活消費生活 令和２年9月30日
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編集発行 ０４７６－２３－１１６１　成田市花崎町７６０ 市役所2階成田市消費生活センター

◆「消費生活モニター」の活動内容について
◆マイナンバーカードを活用した
　マイナポイント事業の紹介について

特集特集特集

「消費生活モニター」の活動内容について
　成田市消費生活モニターは、消費者の代表であると同時に、消費者と行政との間のパイプ役です。
　モニターの役割は、月1回の会議で習得した知識・情報を、日常の活動を通じて広く市民の皆さまに伝え
ていただくとともに、自身や皆さまの消費生活に関する意見や情報等を市に伝えていただくことです。6． マイナポイント全般の相談について

□マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報などを伺うこと
□通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること
□金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること

怪しいな？と思ったら、遠慮なくご相談ください。不審な電話などを受けたらこちらへ。
●警察相談専用電話 　#9110　又は最寄りの警察署
●消費者ホットライン （局番なしの３桁）188（いやや）
●マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178（音声ガイダンスに従って「５番」を選択）

また、マイナポイントの予約・申込をする際には、以下について注意願います。
①予約・申込手続の支援は、以下のマイナポイント手続スポットでお受けください。 
　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/reserve_search/
　●予約・申込手続の支援を受けたが、手数料を要求されてしまった！
　●勝手に別人の決済サービスに私のマイナポイントを申込みされてしまった！
　●ウイルスソフトにより、決済サービスIDなどの情報を記録・取得されてしまった！
②マイナンバーカードの置き忘れやパスワードの管理に注意！ 
　●マイナンバーカードを置き忘れてしまった！落としてしまった！
　●パスワード（暗証番号）を書いた紙を落としてしまった！

5． マイナポイントに乗じた詐欺に注意

こんなメールにご注意！ 
　マイナンバーに関連する詐欺の一例に
こんなものがあります。
　マイナンバーカードはもちろん、不審な
メールを受け取ってしまったら、リンク先
にアクセスしたり、添付ファイルを開いた
りしないよう、ご注意ください。

総務省や市区町村の職員、その関係者等が以下を行うことは絶対にありません！

　以下で相談に応じています。
□マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）　

フリーダイヤル0120-95-0178
（ダイヤル後、５番を選択）
受付時間　平日：午前9時30分～午後8時　
土日祝：午前9時30分～午後5時30分

□マイナンバーが含まれる個人情報（特定個人情報）の
　取扱いに関する相談

個人情報保護委員会マイナンバー苦情あっせん相談窓口　
電話　03-6457-9585
受付時間　平日：午前9時30分～午後5時30分
　　　　　（土日祝日及び年末年始を除く）

（不審なメールの一例）
タイトル「マイナンバー：更新手続きについて」
内　 容【お知らせ】更新手続きについて
　　　  マイナンバー制度の更新が必要となっております。
下　 記【地方公共団体情報システム機構（J-LIS）】ページより
　　　  ご確認の上、更新申請を行われてください。
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　マイナポイントを付与する新たな消費生活の活性化策「マイナポイント事業」が９月より実施されています。
　マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシ
ュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。　参照サイト https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

消費生活2020.9.30 消費生活2020.9.30契約書難しければ  １８８へ  すぐ相談（令和2年度成田市消費生活モニター作） 留守電は  あなたを守る  防波堤（令和2年度成田市消費生活モニター作）

１． マイナポイント事業とは
　幅広いキャッシュレス決済サービスが使えます。
（１）ＩＣカード（電子マネー）及びプリペイドカード決済：70サービス
　　WAON　Ｂｉｂｉｃａ　　ｎａｎａｃｏ　ｓｕｉｃａ　ＰＡＳＭＯ　楽天Ｅｄｙ　Ｌａｃｕｃａ　ＣｏＧＣａ　等
（２）ＱＲコード決済：１７サービス
　　ｄ払い　りそなＷａｌｌｅｔ　ゆうちょＰａｙ　ＦａｍｉＰａｙ　ＰａｙＰａｙ　ＬＩＮＥＰａｙ　メルペイ　等
（3）クレジットカード：24サービス
　　ａｕＰＡＹカード　ｄカード　イオンカード　楽天カード　オリコカード　エポスカード　等

キャッシュレス決済サービスの登録状況については下記のサイト（マイナポイント）で紹介しています。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/payment_service/#register-cashless

３． マイナポイントの申込みができるキャッシュレス決済サービスとは

4． 利用手順

　マイナポイントは、キャッシュレス決済サービス（決済サービス）を提供するキャッシュレス決済事業者（決済事業者）
を通じて付与します。付与を受けるにあたっては、マイキープラットフォーム上で普段利用している決済サービスを１
つ選択（マイナポイントの申込み）すると、当該決済サービスの利用（チャージまたは購入）時に、お買い物等に利用で
きるポイント等が付与されます。マイナポイントは、これらキャッシュレス決済事業者が付与するポイント等の総称で
す。チャージまたは買い物をした金額の25％、１人あたり上限として５，０００円分のマイナポイントが付与され、選択し
たキャッシュレス決済サービスのポイントとしていつもの買い物で使えます。この際、マイナンバーカードの提示は必
要ありません。利用できる期間は、令和３年３月３１日までとなっています。

２． マイナポイントとは

マイナンバーカードって何？
マイナンバーカードは、みなさまそれぞれがお持ちのマイナンバー（個人番号）を記

載した書類の提出や、さまざまな本人確認の場面にお使いいただけるＩＣカードです。
マイナンバー制度は、公平・公正な社会の実現や行政手続の簡素化によるみなさま方
の負担軽減、行政の効率化のため、平成29年度から始まった制度です。
　マイナンバーカードは、身分証明書として役立つほかに、住民票などのコンビニ交
付やe-Taxなど、各種行政サービスにご利用いただけます。
　もちろん、今回ご紹介した「マイナポイント」を活用するためにも必要です。発行の
手続きなどは、市民課（0476-20-1525）へお尋ねください。

マイナポイント事業概要

マイナポイントに
乗じた詐欺に

ご注意ください！
マイナンバーカードを活用した消費活性化策が始まります！
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　マイナンバーカードを取
得する必要があります。申請
から交付まで通常１か月を
要することがありますので
心得ておきましょう。

ステップ１： マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバーカードを取得します

ステップ２： マイナポイントを予約します

ステップ３： キャッシュレス決済サービスを選び、チャージまたは買い物をする

ステップ４： マイナポイントが付与される

（１）マイナンバーカードの申請方法
　  以下の４つの方法で申請できます。

（２）マイナポイントの予約・申込方法

スマホで顔写真を撮影し、スマホで交付申請書のＱ
Ｒコードを読み取り、申請用ＷＥＢサイトでメールアド
レスを登録し、申請用専用ＷＥＢサイトのＵＲＬが届い
たら、顔写真を登録し、必要事項を入力する

①スマートフォン

カメラで顔写真を撮影し、申請用ＷＥＢサイトでメー
ルアドレスを登録し、申請用専用ＷＥＢサイトのＵＲＬ
が届いたら、顔写真を登録し、必要事項を入力する

②パソコン

交付申請書に必要事項を記入し、６か月以内に撮影
した顔写真を貼り付けて郵送する

③郵便

タッチパネルから、個人番号カード申請を選択し、撮
影用の料金を投入して、交付申請書のＱＲコードを
バーコードリーダにかざし、画面の案内に従って必
要事項を入力し、顔写真を撮影して送信する

④証明用写真機

マイナポイントの予約・申込に必要なものは、マイ
ナンバーカード、数字4桁のパスワード（マイナンバー
カードの申請時or受取時にご自身で設定した数字４
桁）、キャッシュレス決済サービスのID/セキュリティコ
ードです。
 　　　　　　　　　 　　　　　　　　 

　より具体的なマイナンバーカードの取得方法、マイ
ナポイントの予約・申込方法については、下記のサイト
で紹介しています。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
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□マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報などを伺うこと
□通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること
□金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること

怪しいな？と思ったら、遠慮なくご相談ください。不審な電話などを受けたらこちらへ。
●警察相談専用電話 　#9110　又は最寄りの警察署
●消費者ホットライン （局番なしの３桁）188（いやや）
●マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178（音声ガイダンスに従って「５番」を選択）

また、マイナポイントの予約・申込をする際には、以下について注意願います。
①予約・申込手続の支援は、以下のマイナポイント手続スポットでお受けください。 
　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/reserve_search/
　●予約・申込手続の支援を受けたが、手数料を要求されてしまった！
　●勝手に別人の決済サービスに私のマイナポイントを申込みされてしまった！
　●ウイルスソフトにより、決済サービスIDなどの情報を記録・取得されてしまった！
②マイナンバーカードの置き忘れやパスワードの管理に注意！ 
　●マイナンバーカードを置き忘れてしまった！落としてしまった！
　●パスワード（暗証番号）を書いた紙を落としてしまった！

5． マイナポイントに乗じた詐欺に注意

こんなメールにご注意！ 
　マイナンバーに関連する詐欺の一例に
こんなものがあります。
　マイナンバーカードはもちろん、不審な
メールを受け取ってしまったら、リンク先
にアクセスしたり、添付ファイルを開いた
りしないよう、ご注意ください。

総務省や市区町村の職員、その関係者等が以下を行うことは絶対にありません！

　以下で相談に応じています。
□マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）　

フリーダイヤル0120-95-0178
（ダイヤル後、５番を選択）
受付時間　平日：午前9時30分～午後8時　
土日祝：午前9時30分～午後5時30分

□マイナンバーが含まれる個人情報（特定個人情報）の
　取扱いに関する相談

個人情報保護委員会マイナンバー苦情あっせん相談窓口　
電話　03-6457-9585
受付時間　平日：午前9時30分～午後5時30分
　　　　　（土日祝日及び年末年始を除く）

（不審なメールの一例）
タイトル「マイナンバー：更新手続きについて」
内　 容【お知らせ】更新手続きについて
　　　  マイナンバー制度の更新が必要となっております。
下　 記【地方公共団体情報システム機構（J-LIS）】ページより
　　　  ご確認の上、更新申請を行われてください。
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「それって本当に儲かるの？」

消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（成田市役所2階） ☎0476-23-1161●
相談日時／月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時３０分～午後４時３０分
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令和2年度
成田市消費生活パネル展を開催します

　毎年、開催しておりました成田市消費生活展については、暮らしに役立つ情報を紹介するほか、さまざ
まな消費生活に関するクイズに答えるスタンプラリーを通じて、来場された方に楽しく役立つ情報を学
んでいただくなどの取組を行ってまいりました。
　今年度の開催につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタンプラリーは行わず、パ
ネルの展示による開催をいたしますので、感染症対策を講じたうえで、来場ください。
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◆急増する副業や投資の消費者トラブル

令和2年度成田市消費生活パネル展を開催します
令和３年度の成田市消費生活モニターを募集します

特集特集特集

お知らせ

第一部
（3日間）

令和３年2月2日（火）～ 2月4日（木）
午前10時から午後3時まで

赤坂ふれあいセンター 中央ホール
（成田市赤坂２－１－１４
 ボンベルタ成田店アネックス館B棟2階）

第二部
（4日間）

令和３年2月８日（月）～ 2月１２日（金）
（2月11日（木）を除く）
午前10時から午後3時まで

成田市役所1階市民ロビー
（成田市花崎町７６０）

　消費生活モニターは、消費生活に関する学習会や意見交換を
中心とするモニター会議（毎月１回）を行い、賢い消費者になる
ことを目指すものです。また、地域の消費者のリーダー、そして
消費者と行政のパイプ役として、学んだ知識や情報を広く啓発
していただきます。

20名以内（選考あり）
2月2６日（金）

募集人数
申込期限
申込方法

令和３年度の「成田市消費生活モニター」を募集します

講義の様子

所定の申込書に必要事項を記入のうえ、成田市役所商工課に直接提出してください。
申込書及び募集要項を希望される方は、市ホームページ
（https://www.city.narita.chiba.jp/download/page152100.html）
または商工課（℡：20-1622）までご連絡ください。

“簡単に儲かる”ことはあり得ない！
　コロナ禍に陥る以前から全国の消費生活センターには副業や投資に関する相談が
年々増えていましたが、特にここ数か月、今回挙げた事例のようなトラブルの増加が目
立つようになってきました。このようなサイトに一度料金を支払ってしまうと、業者と連
絡が取れなくなったり、解約に応じるものの様々な理由を付けて返金に応じてもらえな
かったりと支払金額を取り戻すのは非常に困難です。

契約する前に、以下の点を押さえておきましょう。

　広告に書かれている内容の根
拠は何か、書かれた内容の裏に
何か不都合な部分はないか、日
ごろから情報の真偽をしっかりと
吟味するようにしましょう。

「そんなに高い契約金を支払っても大丈夫？」
　「すぐに元が取れるから問題ない」「儲からなければ返
金保証がある」、そう説明を受けても守られない事例が
多発しています。初めは少額な契約であっても、もっと稼
げるコース等の新契約等を次々と迫られて高額な請求
になるケースも多く見受けられます。安易に信用し、甘い
言葉をうのみにしないように注意してください。

経緯や状況によっては契約の取り消しやクーリング・オフが適用になる可能性が
あります。少しでも不安に思った場合は早めに消費生活センターにご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、パネル展開催を見合わせる場合もあります。

パネル展の様子は2月2日（火）から
ホームページでも公開します。
https://www.city.narita.chiba.jp/
kurashi/page153800.html
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　昨年、コロナウイルス感染拡大の影響により各事業者の営業自粛となり、多くの人々が収入難とな
ってしまいました。そんな状況の悪化に付け込んで、インターネット上の広告や知人から『簡単に稼げ
る副業を紹介している』『月に○十万円は確実』と副業や投資をしないかと勧誘を受けて契約したのに
一向に稼げない。逆に大金をだまし取られてしまったというトラブル事例が急増しています。どの事例
も複雑化して解決が大変困難であるものばかりです。このようなトラブルに巻き込まれないように事
例を踏まえ、注意すべき点を押さえて、トラブルの回避が出来るようにしましょう。

消費生活2021.1.31 消費生活2021.1.31プラゴミを  食べた魚の  涙の眼（令和2年度成田市消費生活モニター作） ネット販売は  クリックする前に  一（ワン）呼吸！（令和2年度成田市消費生活モニター作）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により仕事が激減し、今までの収入
が見込めず困っていた。その時、ＳＮＳで『クリック一つで稼げる副業を紹
介！』との広告が目に留まり説明を受けると、内容は「単純な質問に答えるだ
けでその度に一万円が贈呈されて月換算で数十万の収益になる」というも
のだった。契約金は１３０万円程だったが、「すぐにもとが取れる」と説得され
て支払った。しかし広告通りに稼げず、業者も音信不通になってしまった。
詐欺だと思うので返金してもらいたい。

　最近、ニュース番組のコラムでも取り上げられるようになった副業です
が、「インターネットで副業を探し、簡単に高額を稼げるという広告にひか
れて契約したが勧誘と異なり、全く稼げない」等の苦情がここ数か月の間
で急増しています。高額な請求であっても「手厚いサポートがあるから」「一
か月で数十万円稼げるからすぐにもとが取れる」等と巧みな勧誘文句で誘
導され、契約してしまう消費者が多いようです。今回の事例の場合では「質
問に答えるだけ」という内容ですが、中には「一日一通のメールを送るだ
け」「指定の動画を見るだけで」というケースも見られます。
　解約・返金を求めても、業者が音信不通になったり拒否されたり返金は
難しいことが多いようです。事業者の説明を安易に信用せず、怪しいと思っ
た場合はすぐに家族や友人、消費生活センターに相談しましょう。

あなたは大丈夫？
急増する副業や投資の消費者トラブル

パターン① インターネット広告に惹かれて…

　先日、ＳＮＳで「相談に乗るだけでお金が稼げる」という広告を見かけ、興味を持ち提
示された出会い系のようなサイトに会員登録した。すぐに相談したいという者から連
絡があり、数回のやり取りで相談に乗った後、「それでは礼金を支払いたいので個人情
報の開示が出来る機能に登録して欲しい」と言われた。登録には課金が必要だと説明
を受けて指示された料金を支払い、他にも登録のための課金、回線のための課金、デ
ータ認証のための課金と言われるがまま、サイトに支払い続けたが一向に礼金が支払
われることはなかった。騙されたと思うので返金してもらいたい。

　パターン①のように自分でインターネット検索して見つけた副業の他にも、SNSや動画サイトの広告や
CMで上記のような宣伝をたまたま見て興味を持ち、出会い系サイトのような場所に誘導されて会員登録
してしまった。相談に乗ったが一向にお金が受けとれず、逆に受けとるために必要と言われて、いろいろな
名目で支払い続け、受け取るはずが、逆に高額の支払いをする結果になったという相談があります。

　覚えのない名前の相手から、こんなメールが届いた経験はありませんか？これもサクラサイト被害
への入口です。『サクラサイト』とは、サイト業者に雇われたサクラ(＝仕込み客)が今回の事例のような
「悩みを抱える人」の他、芸能人や社長、弁護士等になりすまし、消費者の様々な気持ちを利用してサ
イトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させて支払いを続けさせるサイトのことを言いま
す。支払いを続けることで話が違うと思い相手に問いかけると、その度に「登録が終わったら○○万
振り込むから大丈夫」「ここまで自分も手数料を同じように振り込んでいるのに勝手に止めてしまう
のか」というように言われてしまい、怪しいと思いながらも再び支払い続けてしまうと言ったケースが
多いようです。
　簡単に大金が得られることはあり得ません。紹介される仕事がどのようなシステムで稼げるのか、
契約に関する規約はどのようになっているのか等を事前に確認し、少しでもわからない部分や不明
点があれば、質問し、明確な回答を得て納得してから契約しましょう。

パターン②

他にはこんなパターンも・・・

「悩みを聞くだけでお金が稼げる」？

「久しぶり！メールアドレス変えました！」「来月の予定まだ決まらない？早くしない
ともう間に合わないよ！」というような間違いメールを装ったメールについ返信
してしまったら話が弾み、いつの間にか出会い系サイトへ誘導されていた。

「サポート体制が整っている」「儲からなけ
れば返金も保証」と説明を受けて副業サイ
トに登録、契約したのにサポートはなく、返
金もしてくれない。

最初は２万円弱の契約金だったのに、サポ
ート費、手続き費用、より稼げる新コースの
契約費等次々に請求されて、総額５０万円
以上支払うことになった。



　昨年、コロナウイルス感染拡大の影響により各事業者の営業自粛となり、多くの人々が収入難とな
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「サポート体制が整っている」「儲からなけ
れば返金も保証」と説明を受けて副業サイ
トに登録、契約したのにサポートはなく、返
金もしてくれない。

最初は２万円弱の契約金だったのに、サポ
ート費、手続き費用、より稼げる新コースの
契約費等次々に請求されて、総額５０万円
以上支払うことになった。



「それって本当に儲かるの？」

消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（成田市役所2階） ☎0476-23-1161●
相談日時／月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時３０分～午後４時３０分
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令和2年度
成田市消費生活パネル展を開催します

　毎年、開催しておりました成田市消費生活展については、暮らしに役立つ情報を紹介するほか、さまざ
まな消費生活に関するクイズに答えるスタンプラリーを通じて、来場された方に楽しく役立つ情報を学
んでいただくなどの取組を行ってまいりました。
　今年度の開催につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタンプラリーは行わず、パ
ネルの展示による開催をいたしますので、感染症対策を講じたうえで、来場ください。

消費生活2021.1.31

◆急増する副業や投資の消費者トラブル

令和2年度成田市消費生活パネル展を開催します
令和３年度の成田市消費生活モニターを募集します

特集特集特集

お知らせ

第一部
（3日間）

令和３年2月2日（火）～ 2月4日（木）
午前10時から午後3時まで

赤坂ふれあいセンター 中央ホール
（成田市赤坂２－１－１４
 ボンベルタ成田店アネックス館B棟2階）

第二部
（4日間）

令和３年2月８日（月）～ 2月１２日（金）
（2月11日（木）を除く）
午前10時から午後3時まで

成田市役所1階市民ロビー
（成田市花崎町７６０）

　消費生活モニターは、消費生活に関する学習会や意見交換を
中心とするモニター会議（毎月１回）を行い、賢い消費者になる
ことを目指すものです。また、地域の消費者のリーダー、そして
消費者と行政のパイプ役として、学んだ知識や情報を広く啓発
していただきます。

20名以内（選考あり）
2月2６日（金）

募集人数
申込期限
申込方法

令和３年度の「成田市消費生活モニター」を募集します

講義の様子

所定の申込書に必要事項を記入のうえ、成田市役所商工課に直接提出してください。
申込書及び募集要項を希望される方は、市ホームページ
（https://www.city.narita.chiba.jp/download/page152100.html）
または商工課（℡：20-1622）までご連絡ください。

“簡単に儲かる”ことはあり得ない！
　コロナ禍に陥る以前から全国の消費生活センターには副業や投資に関する相談が
年々増えていましたが、特にここ数か月、今回挙げた事例のようなトラブルの増加が目
立つようになってきました。このようなサイトに一度料金を支払ってしまうと、業者と連
絡が取れなくなったり、解約に応じるものの様々な理由を付けて返金に応じてもらえな
かったりと支払金額を取り戻すのは非常に困難です。

契約する前に、以下の点を押さえておきましょう。

　広告に書かれている内容の根
拠は何か、書かれた内容の裏に
何か不都合な部分はないか、日
ごろから情報の真偽をしっかりと
吟味するようにしましょう。

「そんなに高い契約金を支払っても大丈夫？」
　「すぐに元が取れるから問題ない」「儲からなければ返
金保証がある」、そう説明を受けても守られない事例が
多発しています。初めは少額な契約であっても、もっと稼
げるコース等の新契約等を次々と迫られて高額な請求
になるケースも多く見受けられます。安易に信用し、甘い
言葉をうのみにしないように注意してください。

経緯や状況によっては契約の取り消しやクーリング・オフが適用になる可能性が
あります。少しでも不安に思った場合は早めに消費生活センターにご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、パネル展開催を見合わせる場合もあります。

パネル展の様子は2月2日（火）から
ホームページでも公開します。
https://www.city.narita.chiba.jp/
kurashi/page153800.html

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。
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令和2年度成田市消費生活パネル展を開催しました。
　今年度の消費生活展の開催については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、赤坂ふれあい
センター（2月2日（火）～ 2月4日（木））成田市役所1階市民ロビー（2月8日（月）～ 2月12日（金）（2月11
日（木）を除く））にて「消費生活パネル展」を開催いたしました。
　合計16の消費者団体等に協力いただき、消費者トラブル、環境、電気、ガスなどの啓発物の展示やチラ
シの配架を行い、啓発を行いました。

消費生活2021.3.31

◆家にいる時間が増え「お試し」
　  定期購入のトラブルが増えています。

令和2年度成田市消費生活パネル展を開催しました。お知らせ

特集特集特集

アドバイス1 定期購入が条件となっていないか、支払う総額はいくらか、
などの契約内容をしっかり確認し、契約内容を記録しましょう。

　定期購入の場合、広告上にその条件・契約期間・金額などを表示し、申し込みの最終段階の画面上にも定期購入の主
な契約内容のすべてを表示するよう特定商取引法で決められています。
　しかし、その表示がわかりにくい場合や、特典が強調されていることが多いと、消費者は条件に気づかないまま注文す
ることがあります。
　特にSNS上の広告や、動画広告をきっかけに販売サイトに至るケースの場合、これらはアフィリエイト広告であること
が多く、広告からのリンクで販売サイトにつながります。商品の注文は販売サイト上で行いますが、きっかけとなるSNS上
の広告や、動画広告では商品の効果や低価格が強調されているため、消費者は定期購入が条件であることを十分に認
識しないまま商品を注文することになります。　しかし事業者は、アフィリエイト広告の内容については把握できないと主
張し、事業者サイトには記載があることで、消費者が定期購入だとは知らなかったと言っても認めてくれないことが多いよ
うです。
　記載がない場合は、それを理由に事業者と交渉することができますので、広告や注文最終確認画面を記録(スクリーン
ショット・プリントアウトなど)しておくことが重要です。

アドバイス2 解約・返品できるか、その場合の条件など
解約条件をしっかり確認しましょう

　通信販売にはクーリング・オフ制度がありませんが、その代わりに返品・解約の決まりについて記載することになって
います。商品によって体調不良になっても、解約するには医師の診断書が必要と書かれている場合も多く、記載があれ
ば、消費者はその決まりに従うことになりますので、契約する前には、必ず確認するようにしましょう。

アドバイス3 事業者に連絡した記録を残しましょう

アドバイス4 口コミチェックは契約前にしましょう
　トラブルになった後で、ネットの口コミを検索したら同様の被害が多いと書かれていた、と申し出る消費者も多いです
が、そのことを理由に事業者と解約交渉することは難しいので、注文する前に口コミをチェックする習慣をつけましょう。

 商品によって体調を崩した場合は、すぐに使用を中止し、状態が改善しない場合は速やかに医師の診断を受けまし
ょう。不安な時、トラブルになった場合は、消費生活センターに相談してください。

　事業者への解約電話がつながらない場合、連絡した証拠として、電話・メール・FAX等の記録を残しておきましょう。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。



消費生活2021.3.31 消費生活2021.3.31高齢化 親の契約書 家族で確認 必要です（令和2年度成田市消費生活モニター作） 今だけ あなただけ 甘い誘いに 要注意 一旦保留しよう（令和2年度成田市消費生活モニター作）

　動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500円」という広告を見て注文し
た。最近、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金約6,500円の請求書が同封されていた。驚いて事業
者に問い合わせると、「5回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。500円のお試しのみだと思って注
文しており、注文時の最終画面にも定期購入が条件だとは記載されていなかった。こんなに高額になる
なら注文しなかった。

「お試し」定期購入のトラブルが増えています。
家にいる時間が増え

例１ お試しだけのつもりで注文したが定期購入が
条件だった。

　動画投稿サイトに出ていた広告を見て、お試し300円のダイエットサプリを注文した。商品は届
いたが、後日頼んだ覚えがないのに2回目の商品発送を知らせるメールが届いた。
　4か月分20袋がまとめて発送され、商品代金は約4万円であった。お試しの商品を注文しただけで、
定期購入が条件であることや支払うことになる総額を販売サイトで見た覚えはない。事業者に解約を申
し出たが、「2回目まで購入しなければ解約できない」と言われた。このような高額の支払いはできない。

例2 2回目に数か月分の商品が一度に届いた。

　スマートフォンでお試しのダイエットサプリメントの販売サイトを見た。カウントダウンが表示さ
れ、「今なら100円で提供する」とあったので、焦って思わず注文してしまった。商品が届いた後、特に事
業者に依頼しなかったので契約は終わったものと思っていたが、後日約7,000円分のサプリメントが届
き、同封されていた書面には最初の商品から5回目までは解約できない定期購入であることが書かれ
ていた。事業者に問い合わせても「解約できない」と言われた。

例3 カウントダウンに焦って注文したら実際には
定期購入が条件だった。

　定期購入が条件だが、いつでも解約できると記載のあった美容液をネット注文した。数日後初回
の商品が届き、コンビニで商品代金約4,000円を支払った。2回目以降の価格は約12,000円だった。2
回目を解約しようと思い事業者に電話すると、「解約は次回発送予定日の7日前までに連絡が必要。次
回の発送は2日後なので今は解約できない」と言われた。販売サイトを確認すると「変更は次回お届け
予定日の7日前までにご連絡ください」と記載されていたが、小さく気付かなかった。2回目以降を解約
したい。

例4 いつでも解約可能の定期購入を解約しようとしたが、
解約の申請期間外だと断られた。

　ネットで検索して見つけた化粧クリームを注文した。初回は約2,000円、2回目からは約4,000
円で、いつでも解約できるとのことだった。初回の商品が届き使ってみたがこれ以上は必要ないと思
い、事業者に解約を申し出るために電話をかけた。しかし、何度かけても回線が込み合っていてつなが
らない。解約は、次回商品発送の10日前までに電話で申し出なければいけないとなっているが、電話が
つながらないうちに時間が経ってしまう。どうしたらよいか。

例5 いつでも解約できるはずが、事業者に電話がつながらず
解約できない。

　初回お試し価格500円というダイエットサプリメントの広告を見て、試してみようと思い
注文した。届いた商品を飲んだところ、腹痛になり、飲み続けられなかった。その後同じ商品が届き、
定期購入であることがわかったが、申込時には気づかなかった。事業者に体調を理由に解約を申し出
たところ、「初回を含めて4回の購入が条件なので、途中解約はできない。医師の診断書を提出すれ
ば、解約を検討する」と言われた。飲まないものをあと3回購入するのは納得できない。

例6 体調不良を理由に解約を申し出たが、医師の診断書を
求められた。

１回限りのお試し購入だと思い、定期購入が条件であることを消費者が認識しないまま商品を注文し、トラブルになるケースが増えています。
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「お試し」定期購入のトラブルが増えています。
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例１ お試しだけのつもりで注文したが定期購入が
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　動画投稿サイトに出ていた広告を見て、お試し300円のダイエットサプリを注文した。商品は届
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令和2年度成田市消費生活パネル展を開催しました。
　今年度の消費生活展の開催については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、赤坂ふれあい
センター（2月2日（火）～ 2月4日（木））成田市役所1階市民ロビー（2月8日（月）～ 2月12日（金）（2月11
日（木）を除く））にて「消費生活パネル展」を開催いたしました。
　合計16の消費者団体等に協力いただき、消費者トラブル、環境、電気、ガスなどの啓発物の展示やチラ
シの配架を行い、啓発を行いました。

消費生活2021.3.31

◆家にいる時間が増え「お試し」
　  定期購入のトラブルが増えています。

令和2年度成田市消費生活パネル展を開催しました。お知らせ

特集特集特集

アドバイス1 定期購入が条件となっていないか、支払う総額はいくらか、
などの契約内容をしっかり確認し、契約内容を記録しましょう。

　定期購入の場合、広告上にその条件・契約期間・金額などを表示し、申し込みの最終段階の画面上にも定期購入の主
な契約内容のすべてを表示するよう特定商取引法で決められています。
　しかし、その表示がわかりにくい場合や、特典が強調されていることが多いと、消費者は条件に気づかないまま注文す
ることがあります。
　特にSNS上の広告や、動画広告をきっかけに販売サイトに至るケースの場合、これらはアフィリエイト広告であること
が多く、広告からのリンクで販売サイトにつながります。商品の注文は販売サイト上で行いますが、きっかけとなるSNS上
の広告や、動画広告では商品の効果や低価格が強調されているため、消費者は定期購入が条件であることを十分に認
識しないまま商品を注文することになります。　しかし事業者は、アフィリエイト広告の内容については把握できないと主
張し、事業者サイトには記載があることで、消費者が定期購入だとは知らなかったと言っても認めてくれないことが多いよ
うです。
　記載がない場合は、それを理由に事業者と交渉することができますので、広告や注文最終確認画面を記録(スクリーン
ショット・プリントアウトなど)しておくことが重要です。

アドバイス2 解約・返品できるか、その場合の条件など
解約条件をしっかり確認しましょう

　通信販売にはクーリング・オフ制度がありませんが、その代わりに返品・解約の決まりについて記載することになって
います。商品によって体調不良になっても、解約するには医師の診断書が必要と書かれている場合も多く、記載があれ
ば、消費者はその決まりに従うことになりますので、契約する前には、必ず確認するようにしましょう。

アドバイス3 事業者に連絡した記録を残しましょう

アドバイス4 口コミチェックは契約前にしましょう
　トラブルになった後で、ネットの口コミを検索したら同様の被害が多いと書かれていた、と申し出る消費者も多いです
が、そのことを理由に事業者と解約交渉することは難しいので、注文する前に口コミをチェックする習慣をつけましょう。

 商品によって体調を崩した場合は、すぐに使用を中止し、状態が改善しない場合は速やかに医師の診断を受けまし
ょう。不安な時、トラブルになった場合は、消費生活センターに相談してください。

　事業者への解約電話がつながらない場合、連絡した証拠として、電話・メール・FAX等の記録を残しておきましょう。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。




























